
 

船舶事故調査報告書 

令和４年６月８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突（桟橋） 

発生日時 令和３年１１月１０日 ０６時３０分ごろ 

発生場所 香川県観音寺
か ん のん じ

市真浦
ま う ら

港 

伊吹
い ぶ き

港赤埼
あかさき

灯台から真方位０６５°２４０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°０７.５′ 東経１３３°３２.０′） 

事故の概要 旅客船NEW
ニュー

 IBUKI
イ ブ キ

Ⅱ
ツー

は、着桟操船中、桟橋に衝突した。 

事故調査の経過 令和３年１１月２９日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

旅客船 NEW IBUKIⅡ、１１３トン 

１４３７２８、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構（船

舶所有者）、香川県観音寺市（船舶所有者及び船舶管理人）、株式会

社真鍋海運（船舶借入人） 

 乗組員等に関する情報 船長、六級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 本船 右舷船尾側格納式タラップ部が曲損 

桟橋 手すり部が曲損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南西、風速 約１５m/s、視界 良好 

海象：波高 約１.５ｍ 

事故の経過 

 

本船は、船長ほか４人が乗り組み、運航管理者１人及び旅客４人を

乗せ、左舷方から風速約１５m/s の風を受けた状況下、船長が真浦港

の桟橋に入船左舷着けで着桟しようと、バウスラスタを使用して桟橋

に接近し、船体が桟橋と平行状態となった後、甲板員が船首係留索の

レッド（以下「本件レッド」という。）を放った。 

本船は、船首がいつもより陸岸に寄った状態であったので、桟橋の

一部が船体で隠れ、船長が桟橋側の作業状況を確認することができな

かったものの、いつもどおり係留索が桟橋側に取れていると思い、機

関を中立運転としたところ、バウスラスタの電源が消失し、船体が風

で圧流され始めた。 

本船は、船長が、圧流され始めてから本件レッドが風に煽られて桟

橋に届かなかったことに気付き、後進一杯として桟橋から離れようと

思ったものの、間に合わず、そのまま圧流されて右舷方に設置された

桟橋（以下「本件桟橋」という。）に入船右舷着け状態となった。 

本船は、船長が後進で本件桟橋から離れようとした際、本船の右舷

船尾側格納式タラップ（以下「本件タラップ」という。）と本件桟橋

の手すりとが衝突した。 

本船は、船長が乗客の状況を確認し、出港地の観音寺市観音寺港に



 

引き返した後、運航管理者が海上保安庁等へ本事故の報告を行った。 

船長は、甲板員に操舵室との連絡用無線機を持たせていたものの、

日頃から係留作業を甲板員に任せ、報告等を受けていなかった。 

船長は、本件レッドが桟橋に届いていないとの報告を受けていた

ら、後進一杯で桟橋から離れ、本件桟橋との衝突を回避できていた

と、本事故後に思った。 

バウスラスタは、本事故後、機関修理業者が点検したところ、異物

を噛み込み、過負荷状態となって安全装置が作動し、電源が消失した

ことが分かった。 

本事故当日は、出港時に風速約１０m/s の風が吹いていたものの、

真浦港に近づいた時、突然運航中止基準に該当する風速約１５m/s の

風が吹き出した。 

分析 本船は、左舷方から風速約１５m/s の風を受ける状況下、入船左舷

着けの目的で着桟操船中、船長が、桟橋側の作業状況が確認できなか

ったものの、いつもどおり桟橋側に船首係留索が取れていると思い、

本件レッドが桟橋に届いていない状況で機関を中立運転にしたことか

ら、その後バウスラスタの電源が消失し、後進一杯として桟橋から離

れようと思ったものの、風に圧流されて本件桟橋に入船右舷着け状態

となり、後進で離桟しようとした際、本船の本件タラップと本件桟橋

の手すりとが衝突したものと考えられる。 

船長は、日頃から係留作業の状況報告を受けておらず、また、本事

故時、船首がいつもより陸岸に寄った状態で桟橋の一部が船体で隠れ

ていたことから、船長が桟橋側の作業状況を確認することができなか

ったものと考えられる。 

バウスラスタは、異物を噛み込み、過負荷状態となって安全装置が

作動し、電源が消失したものと考えられる。 

原因 本事故は、本船が、左舷方から風速約１５m/s の風を受ける状況

下、入船左舷着けの目的で着桟操船中、船長が、桟橋側の作業状況が

確認できなかったものの、いつもどおり桟橋側に船首係留索が取れて

いると思い、本件レッドが桟橋に届いていない状況で機関を中立運転

にしたため、その後バウスラスタの電源が消失し、後進一杯として桟

橋から離れようと思ったものの、風に圧流されて本件桟橋に入船右舷

着け状態となり、後進で離桟しようとした際、本船の本件タラップと

本件桟橋の手すりとが衝突したものと考えられる。 

再発防止策 船舶借入人は、本事故後、乗組員に対して、離着桟作業を行う際に

は、船長の指示に従って作業を行うとともに、逐次、船長へ作業状況

を報告するように周知徹底を図った。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、離着桟作業の状況等が確認できない場合には、作業に当



 

たっている乗組員に対して随時報告を求めること。 

・船長は、日頃から離着桟時にバウスラスタが突然停止するなどの

非常事態を想定し、操船を行うよう心掛けること。 

 


